
⑶ 八戸工業高等専門学校学業成績評価及び学年の
課程修了並びに卒業認定に関する規則

（昭和46年4月1日制定）
（平成28年10月17日最終改正）

　　　第1章　総則
　（趣旨）
第1条　八戸工業高等専門学校における試験，学業成績の評価及び学年の課程
修了並びに卒業認定については，この規則の定めるところによる。

　　　第2章　試験
　（到達度試験）
第2条　到達度試験は，各学期末に1回行う。
第3条　平素の成績で評価できる科目については，到達度試験を行わないこと
がある。
　（追試験）
第4条　病気その他やむを得ない事情により到達度試験を受けなかった者は，
直ちに別記様式第1号による追試験願（病気の場合は医師の診断書，事故等
の場合はその理由書を添付）を学級担任を経て校長に提出して，その許可を
受けなければならない。
2　到達度試験中に不正行為を行った者及び懲戒処分のため到達度試験を受け
られなかった者は，当該試験科目の追試験を受けることができない。
　（再試験）
第5条　再試験は，当該年度内に実施する特別再試験と進級後に実施する進級
後再試験とする。
2　成績判定会議において第5学年の課程修了が認められなかった者は，未修
得科目について特別再試験を受けることができる。
3　進級した者で，未修得科目がある者は，その科目について進級後再試験を
受けることができる。
4　当該科目の欠課時数が年間総授業時数の3分の1を超えた場合は，その科
目は原則として再試験を受けることができない。
5　再試験を希望する者は，別記様式第2号による再試験願を学級担任を経て
校長に提出し，その許可を受けなければならない。



　　　第3章　学業成績の評価方法及び単位の認定
　（学業成績の評価）
第6条　履修した科目の学業成績の評価は，試験の成績及び平素の学習状況等
を総合して100点法で行う。また，自主探究の学業成績の評価は，探究報告
書，成果発表及び平素の探究状況等を総合して合否で行う。
2　履修した科目の学年成績は，各学期成績を総合して評価する。
3　100点法による学業成績を評語で表す必要がある場合は，次の基準による｡

評　　価 評　　語
100点～ 80点 Ａ 優
79点～ 70点 Ｂ 良
69点～ 60点 Ｃ 可
59点～ 30点 Ｄ 不可
29点以下 Ｆ 不可

　また，自主探究の学業成績に係る評語は，合がＡまたは優，否がＤまたは
不可とする。
第7条　追試験による成績は，減点しない。
第8条　再試験に合格した場合の評価は，60点に改める。
第9条　正当な理由なくして試験を欠席したと認められる者に対しては，欠席
した試験の成績を零点とする。
2　懲戒処分のため到達度試験を受けられなかった者の当該科目の試験成績は，
零点とする。
（不正行為）
第10条　到達度試験中に不正行為を行った者の当該期間中に行われた全科目の
試験の成績は，零点とする。
2　到達度試験中に不正行為を行った者は当該年度の特別再試験を受けること
ができないものとする。
　（単位修得の認定）
第11条　履修した科目の出席時数が当該科目の年間総授業時数の3分の2以上
で，学年の成績評価が60点以上の場合は，単位認定会議を経て，単位を修得
したものとして認定する。
2　再試験に合格した者については，単位認定会議等を経て，単位を修得した
ものとして認定する。
　（他の教育機関等で履修した科目の単位認定）
第11条の2　学則第13条の2及び第13条の3の規定に基づく，大学，短期大学
及び高等専門学校における学修の申請及び認定は，八戸工業高等専門学校に



おける他大学等において修得した授業科目の単位認定に関する規則の定める
ところによる。また，学則第13条の3の規定に基づく，特別学修並びに課題
研究の単位の認定は，別表1－1．別表1－2．のとおりとし，その申請及
び認定については，八戸工業高等専門学校特別学修並びに課題研究単位認定
細則の定めるところによる。
　（他コース開設科目の履修及び修得単位の認定）
第11条の3　本校の他のコースで開設されている授業科目の履修を希望する第
4学年及び第5学年の者は，あらかじめ当該科目担当教員並びに学級担任の
許可を得た上で，学期開始前に別記様式第3号による「他コース開設科目受
講届」を学級担任を経て校長に提出しなければならない。
2　他コースの開設授業科目を履修し単位を修得した者は，別記様式第4号に
よる「他コース開設授業科目修得単位認定願」に科目担当教員の承認印を受
け，学級担任を経て校長に提出して，その認定を受けなければならない。
　（学業成績の記録及び通知並びに証明）
第12条　学生指導要録に記載する学年成績は評価で記録し，必要がある場合は
評語で記録することができる。
2　保護者に送る成績通知表には，評価を記入し，通知する。
3　校外に対して発行する証明書は，必要がある場合は評語で証明することが
できる。

　　　第4章　学年の課程修了及び卒業認定
　（学年の課程修了の認定）
第13条　学年の課程修了は，学則別表に規定する授業科目の修得単位数，特別
学修並びに課題研究の単位数及び特別活動並びに自主探究の履修状況等を総
合して判定するものとし，成績判定会議を経て校長が認定する。ただし，休
学中の者は，判定の対象外とする。
2　前項の認定に当たっては，原則として次の各号の基準に該当していなけれ
ばならない。
一　第5学年においては，通算修得単位数が167単位以上（そのうち，一般
科目については75単位以上，専門科目については82単位以上とする。）で
あること及び卒業研究が60点以上であること。
二　第1学年から第4学年においては，別表2に定める通算修得単位数以上
であること。
三　前号に該当しない者で，履修した発展学習選択科目のうち，合格した科
目の単位を合算した単位数が前号の基準を満たした場合は，次学年に進級



させることができるものとし，校長が認定する。
四　前号により進級した者の前学年の課程修了は，進級後，春学期到達度試
験後の成績判定会議を経て，校長が認定する。

3　前項の通算修得単位数には，第11条の2及び第11条の3の規定に基づいて
認定された単位数を含めるが，留年した者が修得した上位学年科目の単位数
は，その学年にとどめられている限り含めないものとする。また，自主探究
を再履修した場合には，再履修時の成績をもって通算修得単位数を算出する
ものとする。
4　第2項に該当している者であっても，別表3に掲げる科目が60点未満の場
合及び当該年度に履修した自主探究が不合格であった場合は，審議の対象と
する。
5　第2項に該当している者であっても，別表4に掲げる科目（必得科目）の
修得単位が同表で定める課程修了要件を満たしていない場合は，第5学年の
課程修了を認めない。
6　特別再試験を受験した者については，その結果に基づいて，校長が学年の
課程修了の認否を判断するものとする。
　（留年）
第14条　学年の課程修了を認定されない者は，留年とする。
2　学則第15条による原学年にとどめられた者の再履修は、次のとおりとする。
一　留年した者は，当該学年における未修得科目に相当する科目を履修しな
ければならない。また，当該学年で修得した科目についても再履修できる
ものとし，いずれの場合についても，履修又は再履修しようとする年度の
前年度末日までに別記様式第5号による履修・再履修願を学級担任を経て
校長に提出して，その許可を受けなければならない。
二　留年した者は，自主探究を再履修しなければならない。ただし，第5学
年において，自主探究と卒業研究の単位を修得して留年した者については，
その限りではない。
三　第1学年から第4学年において留年した者は，八戸工業高等専門学校先
行履修に関する細則に定めるところにより，所属するコースまたは学科の
1年上位の学年で開設されている科目の一部を先行して履修することがで
きる。

3　同一学年を成績不良により再度留年になった場合は，在学を認めない。た
だし，病気等の理由による場合は，その都度審議する。
　（卒業の認定）
第15条　全学年の課程を修了した者の卒業の認定は，卒業判定会議を経て，校



長がこれを行う。
　　　附　　則
この規則は，平成28年10月17日から施行し，平成28年4月1日から適用する。
　（編入学）
第16条　校長は，第3学年に編入学した外国人留学生については，当該編入
コースの本校第1学年から第2学年までの履修可能単位（発展学習選択科目
を除く。）を修得したものとみなす。この場合における自主探究（2単位）
の区分は，第1学年を一般，第2学年を専門とする。
2　高等学校から第４学年に編入学した者については，前項に準ずるものとす
る。ただし、自主探究（2単位）の区分は，第3学年を一般とする。
　（雑則）
第17条　この規則の実施について必要な事項は，別に定める。

　　　附　　則
この規則は，昭和46年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，昭和49年4月1日から施行する。
　　　附　　則
1　この規則は，昭和52年4月1日から施行し，昭和52年度の入学者から適用
する。
2　昭和52年度以前の入学者については，改正後の規定にかかわらず，なお従
前の例による。
　　　附　　則
この規則は，昭和53年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，昭和56年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，昭和60年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成2年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成4年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成5年3月5日から施行し，平成4年4月1日から適用する。



　　　附　　則
この規則は，平成6年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成6年12月13日から施行し，平成6年4月1日から適用する。
　　　附　　則
この規則は，平成7年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成8年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成8年12月17日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成9年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成10年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成11年8月25日から施行し，平成11年4月1日から適用する。
　　　附　　則
この規則は，平成12年1月7日から施行し，平成11年4月1日から適用する。
　　　附　　則
1　この規則は，平成14年4月1日から施行する。
2　この規則の施行前に履修した授業科目の学業成績の評価については，改正
後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。
3　この規則の施行前に履修した授業科目の学業成績の評価において，進級し
た者で不可の科目のある者が当該履修科目を再試験し，合格した場合の評価
については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。
　　　附　　則
この規則は，平成16年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成16年5月10日から施行し，平成16年4月1日から適用する。
　　　附　　則
1　この規則は，平成17年4月1日から施行する。
2　平成16年度以前に入学した学生については，第13条第5項の規定は適用し
ない。
　　　附　　則
この規則は，平成18年4月1日から施行する。



　　　附　　則
この規則は，平成19年4月1日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成19年6月11日から施行し，平成19年4月1日から適用する。
　　　附　　則
この規則は，平成20年4月1日から施行する。
　　　附　　則
1　この規則は，平成21年4月1日から施行する。
2　平成21年度以降に入学した学生については，第13条第5項の規定は適用し
ない。
　　　別記様式（省　略）
　　　附　　則
この規則は，平成26年4月1日から施行する。
　　　附　　則
1　この規則は，平成27年4月1日から施行する。
2　平成26年度以前の入学者については，改正後の規定にかかわらず，なお従
前の例による。
　　　附　　則
この規則は，平成27年7月13日から施行し，平成27年4月1日から適用する。
　　　附　　則
この規則は，平成28年4月1日から施行する。
　　　附　　則
1　この規則は，平成28年6月13日から施行する。
2　平成28年3月17日に校長決裁により認定した進級は，改正後の規定により
実施したものと見なす。
　　　附　　則
この規則は，平成29年2月13日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成29年3月22日から施行する。
　　　附　　則
この規則は，平成30年4月1日から施行する。ただし，第13条については平成
30年2月13日から施行する。
















